
平
成
十
八
年
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号

小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制

の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
七
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
売
業
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
る
容
器
包

装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進
に
関
す
る
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

（
目
標
の
設
定
）

第
一
条
　
そ
の
事
業
に
お
い
て
容
器
包
装
を
用
い
る
事
業
者
で
あ
っ
て
、
小
売
業
（
各
種
商
品
小
売
業
、
織
物
・
衣

服
・
身
の
回
り
品
小
売
業
、
飲
食
料
品
小
売
業
、
自
動
車
部
分
品
・
附
属
品
小
売
業
、
家
具
・
じ
ゅ
う
器
・
機
械

器
具
小
売
業
、
医
薬
品
・
化
粧
品
小
売
業
、
書
籍
・
文
房
具
小
売
業
、
ス
ポ
ー
ツ
用
品
・
が
ん
具
・
娯
楽
用
品
・

楽
器
小
売
業
及
び
た
ば
こ
・
喫
煙
具
専
門
小
売
業
に
限
る
。
）
に
属
す
る
事
業
を
行
う
も
の
（
以
下
「
事
業
者
」

と
い
う
。
）
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
当
該
事
業
に
お
い
て
用
い
る
容
器
包
装
の
使
用
原

単
位
（
容
器
包
装
を
用
い
る
量
を
、
売
上
高
、
店
舗
面
積
そ
の
他
の
当
該
容
器
包
装
を
用
い
る
量
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
値
で
除
し
て
得
た
値
を
い
う
。
）
の
低
減
に
関
す
る
目
標
を
定
め
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
取
組
を
計

画
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
）

第
二
条
　
事
業
者
は
、
商
品
の
販
売
に
際
し
て
、
消
費
者
に
そ
の
用
い
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋
（
持
手
が
設

け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
の
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
次

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
償
で
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋

の
排
出
の
抑
制
を
相
当
程
度
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
繰
り
返
し
使
用
が
可
能
な
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋
の
フ
ィ
ル
ム
の
厚
さ
が
五
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の

二
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
重
量
に
占
め
る
海
洋
で
微
生
物
に
よ
っ
て
分
解
が
促
進
す

る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
重
量
の
割
合
が
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る

も
の

三
　
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
重
量
に
占
め
る
バ
イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機

物
で
あ
る
資
源
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
化
学
的
方
法
又

は
生
物
的
作
用
を
利
用
す
る
方
法
等
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
素
材
の
重
量
の
割
合
が
二

十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の

２
　
事
業
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
取
組
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
取
組
そ
の
他
の
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め

の
取
組
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
相
当
程
度
促
進
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
商
品
の
販
売
に
際
し
て
は
、
消
費
者
に
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
買
物
袋
を
除
く
。
）

を
有
償
で
提
供
す
る
こ
と
、
消
費
者
が
商
品
を
購
入
す
る
際
に
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
を
使
用
し
な
い
よ
う
に

誘
引
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
景
品
等
を
提
供
す
る
こ
と
、
自
ら
買
物
袋
等
を
持
参
し
な
い
消
費
者
に
対
し
繰

り
返
し
使
用
が
可
能
な
買
物
袋
等
を
提
供
す
る
こ
と
、
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
の
使
用
に
つ
い
て
消
費
者
の
意

思
を
確
認
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑

制
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
　
薄
肉
化
又
は
軽
量
化
さ
れ
た
容
器
包
装
を
用
い
る
こ
と
、
商
品
に
応
じ
て
適
切
な
寸
法
の
容
器
包
装
を
用
い

る
こ
と
、
商
品
の
量
り
売
り
を
行
う
こ
と
、
簡
易
包
装
化
を
推
進
す
る
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に

よ
り
、
自
ら
の
容
器
包
装
の
過
剰
な
使
用
を
抑
制
す
る
こ
と
。

（
情
報
の
提
供
）

第
三
条
　
事
業
者
は
、
店
頭
に
お
い
て
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
促
進
に
資
す
る
事
項
を
掲
示
す
る
こ

と
、
事
業
者
自
ら
が
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に
実
施
す
る
取
組
の
内
容
を
記
載
し
た
冊
子
等
を
配
布

す
る
こ
と
、
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
に
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
表
示
を
付
す
こ

と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
消
費
者
に
よ
る
容
器
包
装
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
た
め

の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
体
制
の
整
備
等
）

第
四
条
　
事
業
者
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
の
取
組
に

関
す
る
責
任
者
を
設
置
す
る
等
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
容
器
包
装
の
使

用
の
合
理
化
の
た
め
の
取
組
に
関
す
る
研
修
を
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
性
等
の
配
慮
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
取
組
に
よ
り
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
を
図
る
際
に

は
、
そ
の
用
い
る
容
器
包
装
に
関
し
、
そ
の
安
全
性
、
機
能
性
そ
の
他
の
必
要
な
事
情
に
配
慮
す
る
も
の
と
す

る
。

（
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
実
施
状
況
等
の
把
握
）

第
六
条
　
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
に
お
い
て
容
器
包
装
を
用
い
た
量
並
び
に
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
に

実
施
し
た
取
組
及
び
そ
の
効
果
を
適
切
に
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
と
の
連
携
）

第
七
条
　
事
業
者
は
、
容
器
包
装
の
使
用
の
合
理
化
の
た
め
の
取
組
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
国
、
関
係
地
方
公
共

団
体
、
消
費
者
、
関
係
団
体
及
び
関
係
事
業
者
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
財
務
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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